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【13】企業調査票 【14】団体調査票（政治団体、宗教） 第１面（つづき１）

消費税の税込み記入・税抜き記入の別７

８ 欄「企業全体の売上（収入）金額、費用総額及び費用項目」（※【14】調査票は ８ 欄「団体全体の売上
（収入）金額、費用総額及び費用項目」）以降はできる限り「税込み」で記入してください。ただし、税込み
で記入できない場合は、「税抜き」で記入してください。
「１税込み」か「２税抜き」について、選択した記入方法を１つ○で囲んでください。

◆

◆

企業全体の売上（収入）金額、費用総額及び費用項目 「会社などの場合」８

この項目は、「損益計算書」などをもとに記入してください（各項目の内容は、下表を参照してくだ
さい。）。会社以外の法人については「正味財産増減計算書」及び「事業活動収支計算書」などをもと
に記入してください。
なお、別途「損益計算書」を作成している場合は、「損益計算書」の該当金額も含めて記入してください。

◆

※　【14】調査票は項目「     団体全体の売上（収入）金額、費用総額及び費用項目」８

会　社

金融業・保険業以外 金融業・保険業
会社以外の法人項　目

主
な
費
用
項
目

・
・
・
・

営業上負担すべき固定資産税、自動車税、印紙税等の総額を記入してください。
税込経理の方法をとっている場合の納付すべき消費税については、ここに含めます。
収入課税の事業税（電気業、ガス業、保険業）はここに含めます。
法人税、住民税、所得課税の事業税は含めません。

⑧租税公課（法人税、住民税、
　事業税を除く）

・ 固定資産に係る減価償却費を記入してください。「売上原価」、「販売費及び一般管理費」それぞれ
に計上された減価償却費の合計になります。

⑦減価償却費

①売上（収入）金額 ・

・

農業・林業・漁業による事業収入額・
鉱産品売上高、製造品売上高、加工賃
収入額、卸売・小売売上高、医療収入
額、サービス営業収入（収益)額、完成
工事高等、会社の事業活動によって
得た収入額を記入してください。
有価証券、土地・建物、機械・器具など
の有形固定資産など、財産を売却して
得た収入、給付金や補助金は含めません。

・ 経営収益・事業収益
等、事業活動によって
得た収入額のほか、別
会計で経理する事業収
入がある場合は、その
事業収入も含めて記入
してください。

・ 経営収益を記入して
ください。

※「宗教」については、宗教
法人法第６条第２項に
規定する公益事業以外
の事業に係る収入（例：
駐車場収入、借地・借家
等の収益事業の収入）を
記入してください。喜捨、
お布施、献金、玉串料
などは含めません。

②費用総額（売上原価＋販売費及び
　一般管理費）

・ 経営費用等、事業活動を行うためにかかった費用を
記入してください。

・ 売上（収入）金額に対する費用総額
（売上原価+販売費及び一般管理費）
を記入してください。

・ 記入不要です。③うち売上原価 ・ 費用総額のうち売上原価について記入
してください。売上原価とは会社の
主たる事業活動による収益を獲得する
ために直接かかった原価部分で、売上
高に対応する商品仕入原価、製造原価、
完成工事原価、サービス事業の営業
原価及び減価償却費など（売上原価に
含まれるもの）の合計になります。

・

・

・

売上原価（人件費、製造原価に含まれる労務費）、販売費・一般管理費に含まれるものを記入
してください。
役員（非常勤を含む）及び従業者（臨時雇用者を含む）に対する給与（所得税・保険料等控除前の
役員報酬、役員賞与（賞与引当金繰入額を含む）、労務費、給与、賞与（賞与引当金繰入額を
含む）、手当、賃金等）の総額を記入してください。ただし、退職金は含めません。
別経営の事業所（企業）に出向・派遣している従業者に支給している給与を含めます。

④給与総額

・ 該当期間に支払うべき事業主負担の法定福利費（厚生年金保険法、健康保険法、介護保険法、労働
者災害補償保険法、雇用保険法等によるもの）、福利施設負担額、厚生費、現物給与見積額、退職
給付費用、退職金等の総額を記入してください。

⑤福利厚生費（退職金を含む）

・
・
・

土地、建物、機械等の賃借料の総額を記入してください。
端末機を含むコンピューターの賃借料も含めます。
経理上売買扱いとなっているリース支払額は含めません。

⑥動産・不動産賃借料
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【13】企業調査票 【14】団体調査票（政治団体、宗教） 第１面（つづき２）

金額は万円単位で記入してください。（万円未満四捨五入）
金額が５千円未満の場合は「０」万円と記入してください。
「￥」記号は記入しないでください。

記入上の注意
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企業全体の事業別売上（収入）金額９

以下の例示を参考に、８ 欄「企業全体の売上（収入）金額、費用総額及び費用項目」の中の
「①売上（収入）金額」に記入した金額の内訳を記入してください。（万円未満四捨五入）
９ 欄の合計金額は ８ 欄の「①売上（収入）金額」と一致します。

◆

◆
※ 当該項目に該当する場合は○、他の項目に該当する場合は×としています。
※ 金額で記入した場合は、割合を記入する必要はありません。

※　【14】調査票は項目「     団体全体の事業別売上（収入）金額」９

５ ５ ０ ０ ０

１ 動植物の飼育・栽培、材木の育成・林産物の採取、水産動植物の採取・採捕を行う事業農業、林業、
漁業の収入 ○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

農畜産物の生産（もやし、きのこなどの工場栽培による農産物を含む）
農作物の害虫駆除
土地改良区の収入
畜産業でのきゅう肥による収入（堆きゅう肥加工を行っていない場合）
農業に直接関係するサービス業務（農作業の受託、庭園造り、花壇の手入れなど）
林産物の生産（立木、素材の販売、きのこ類の採取、木炭の生産）
林業に直接関係するサービス業務（造林、伐木作業の受託、鳥獣の捕獲、昆虫類の採捕など）
水産動植物の養殖
漁業に直接関係するサービス業務（網の設置、養殖場での餌まき業務の受託）
自家栽培（取得）した農作物、林産物、水産物を使用して製造、加工を行った場合の収入






















































































































